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認
定
さ
れ
た
事
業
は「
東
ア
ジ
ア
文
化
都
市

２
０
２
０
北
九
州
」の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
使
用
が
で

き
、同
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
紹
介
し
ま

す
。
◎
３
月
1
日
〜
12
月
31
日
に
開
催
さ
れ
る

市
内
に
事
業
所
な
ど
を
有
す
る
法
人
な
ど
が

実
施
す
る
文
化
芸
術
事
業
や
市
の
後
援
を
受

け
て
い
る
文
化
芸
術
事
業
。
＃
11
月
30
日
ま
で
。

　
募
集
案
内
は
各
区
役
所
総
務
企
画
課
・
出

張
所
な
ど
で
配
布
中
。詳
細
は
東
ア
ジ
ア
文

化
都
市
２
０
２
０
北
九
州
実
行
委
員
会（
市
民

文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
東
ア
ジ
ア
文
化
都
市
推
進

室
内
）☎
５
８
２・
２
３
９
０
へ
。

フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
事
業
の
募
集

●
文
化
交
流
公
演

　
東
ア
ジ
ア
文
化
都
市
の
開
催
都
市
が
、そ
れ
ぞ
れ

の
国
を
代
表
す
る
演
目
を
披
露
。

【
北
九
州
市
】「
門
司
春
秋（
も
じ
し
ゅ
ん
じ
ゅ
う
）」

出
演
：
藤
間
蘭
黄（
日
本
舞
踊
家
）

山
村
友
五
郎（
上
方
舞
・
日
本
舞
踊
家
）

長
唄
囃
子
青
年
楽
団
清
響
会
ほ
か

【
揚
州
市
・
順
天
市
】

文
化
使
節
団
に
よ
る
公
演

●
フ
ィ
ナ
ー
レ
公
演

出
演
：
小
倉
祇
園
太
鼓
保
存
振
興
会
・
響
ホ
ー
ル
室
内
合
奏
団
・

八
幡
高
等
学
校
放
送
部
・
市
内
の
少
年
少
女
合
唱
団

 

観
覧
者
募
集 　
☆
１
０
０
０
人
。
Α
あ
り
。託
児（
無
料
）は
♥
を
。

＃
２
月
28
日
ま
で
。申
込
書
は
各
区
役
所
総
務
企
画
課
・
出
張
所
な

ど
で
配
布
中
。
♥
東
ア
ジ
ア
文
化
都
市
２
０
２
０
北
九
州
開
幕
式
典

受
付
係
☎
４
８
２・
２
１
４
０
、F
４
８
２・
２
１
７
８
へ
。
＊
市
民
文

化
ス
ポ
ー
ツ
局
東
ア
ジ
ア
文
化
都
市
推
進
室
☎
５
８
２・
２
３
９
０
。

　
「『
未
来
』と『
対
話
』―
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
＆
Ｄ
ｉ
ａ
ｌ
ｏ
ｇ
―
」を
テ
ー
マ
に
、東
ア
ジ
ア
文
化

都
市
の
事
業
ス
タ
ー
ト
と
日
中
韓
３
都
市
に
よ
る
交
流
の
始
ま
り
を
国
内
外
に
向
け
て
発
信

し
ま
す
。３
月
28
日
㈯
15
〜
18
時
、北
九
州
芸
術
劇
場（
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク
北
九
州
6
階
）で
。

「
東
ア
ジ
ア
文
化
都
市
２
０
２
０
北
九
州
」

開
幕
式
典
の
開
催

●
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
公
演

　「
書
道
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」　

出
演
：
八
幡
中
央
高
等
学
校
芸
術

コ
ー
ス
書
道
部

藤間蘭黄さん

山村友五郎さん

撮影：篠山紀信

撮影：篠山紀信

長唄囃子青年楽団清響会

国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ　
♥
各
区
役
所
国
保
年
金
課

加
入
す
る
人

　
勤
務
先
の
健
康
保
険
の
加
入
者
と

そ
の
扶
養
家
族
と
し
て
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
、後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
、生
活

保
護
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
を
除
い

た
全
て
の
人
が
加
入
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。３
カ
月
を
超
え
て
日
本

に
滞
在
す
る
外
国
人
も
含
み
ま
す
。

給
付
内
容

　

医
療
費
の
一
部
を
負
担
し
て
、保

険
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

負
担
割
合
は
、年
齢
や
所
得
に
応
じ

て
２
〜
３
割
で
す
。

　
病
院
な
ど
で
の
１
カ
月
の
支
払
い

金
額
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た

と
き
は
、申
請
に
よ
り
超
え
た
分
の

金
額
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す（
高
額
療
養
費
制
度
）。な
お
、入
院

や
外
来
で
医
療
費
が
高
額
に
な
る
場

合
は
、事
前
に
住
所
地
の
区
役
所
国

保
年
金
課
で
限
度
額
適
用
認
定
証
の

交
付
を
受
け
れ
ば
、支
払
い
が
自
己

負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、出
産
育
児
一
時
金
や
葬

祭
費
な
ど
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※
災
害
に
よ
る
損
害
、失
業
に
よ
る

所
得
の
減
少
な
ど
、や
む
を
得
な
い

事
情
で
医
療
費
の
負
担
が
困
難
に
な

っ
た
と
き
は
、住
所
地
の
区
役
所
国

保
年
金
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料

　
保
険
料
は
、世
帯
の
人
数
や
所
得
に

応
じ
て
計
算
し
ま
す
。算
定
の
対
象
に

な
る
所
得
は
給
与
所
得
、事
業
所
得
、

公
的
年
金
な
ど
の
雑
所
得
、確
定
申
告

し
た
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
な
ど
で

す
。遺
族
年
金
、障
害
年
金
な
ど
の
非

課
税
所
得
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
世
帯
全
員
の
所
得
が
基
準
を
下
回

る
と
き
は
、保
険
料
の
う
ち
平
等
割
額

（
一
世
帯
当
た
り
の
額
）と
均
等
割
額

（
一
人
当
た
り
の
額
）が
軽
減
さ
れ
ま

す
。軽
減
の
判
定
は
、国
民
健
康
保
険

か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
行

し
た
人
の
人
数
や
所
得
を
含
め
て
行

い
ま
す
。ま
た
、解
雇
な
ど
に
よ
り
失

業
し
た
人
の
う
ち
一
定
の
条
件
に
該

当
す
る
人
に
つ
い
て
も
、届
出
に
よ
り

保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

毎
年
６
月（
特
別
徴
収
の
世
帯
は

７
月
）に
年
間（
４
月
〜
翌
年
３
月
）

の
保
険
料
を
各
世
帯
に
お
知
ら
せ
し

ま
す
。な
お
、年
度
途
中
で
加
入
・
脱

退
す
る
と
き
の
保
険
料
は
、月
割
り

で
計
算
し
ま
す
。

※
保
険
料
の
特
別
徴
収（
年
金
天
引

き
）は
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
被
保

険
者
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
う

ち
、一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
対

象
と
な
り
ま
す
。口
座
振
替
で
納
付

し
て
い
る
世
帯
は
対
象
外
で
す
。

※
災
害
に
よ
る
損
害
、失
業
に
よ
る

所
得
の
減
少
な
ど
、や
む
を
得
な
い

事
情
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

難
に
な
っ
た
と
き
は
、住
所
地
の
区
役

所
国
保
年
金
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。加

入
・
脱
退
す
る
と
き

加
入
手
続
き
が
必
要
に
な
る
の
は

●
勤
務
先
の
健
康
保
険
を
脱
退
し
た

と
き

●
市
外
か
ら
転
入
し
た
と
き

●
出
生
し
た
と
き

●
生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き

　
な
ど
で
す
。

脱
退
手
続
き
が
必
要
に
な
る
の
は

●
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

と
き

●
市
外
へ
転
出
す
る
と
き

●
死
亡
し
た
と
き

●
生
活
保
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た

と
き　
な
ど
で
す
。

　
い
ず
れ
も
、事
由
が
発
生
し
て
か

ら
14
日
以
内
に
、住
所
地
の
区
役
所

国
保
年
金
課（
転
出
・
転
入
の
場
合
は

住
所
地
の
区
役
所
市
民
課
か
出
張

所
）へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、手
続
き
が
遅
れ
た
場
合
、加

入
資
格
が
発
生
し
た
月
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
保
険
料
を
納
め
た
り
、そ
の
間

に
か
か
っ
た
医
療
費
を
全
額
自
己
負

担
し
た
り
す
る
な
ど
不
利
益
が
生
じ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
75
歳
以
上
の
人
は
、国
民
健
康
保

険
を
脱
退
し
、後
期
高
齢
者
医
療
制

度
へ
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。こ

の
場
合
に
限
り
、国
民
健
康
保
険
の

脱
退
手
続
き
は
自
動
的
に
行
わ
れ
、

届
け
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

医
療
費
な
ど
の
還
付
金
詐
欺
に

ご
注
意
を

　
区
役
所
な
ど
の
公
的
機
関
の
職

員
が
電
話
を
か
け
、A
T
M（
現
金

自
動
預
払
機
）で
医
療
費
な
ど
の

還
付
金
の
払
い
戻
し
の
手
続
き
を

依
頼
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
。も
し
電
話
な
ど
で
A
T
M

に
行
く
よ
う
指
示
さ
れ
た
ら
、ま

ず
家
族
や
警
察
な
ど
に
相
談
を
。

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
購
入
引
換
券
を
お
持
ち
の
人
へ

　

平
成
31
年
度
市
民
税
非
課
税
者

（
扶
養
親
族
な
ど
は
除
く
）と
平
成
28

年
４
月
２
日
〜
令
和
元
年
９
月
30
日

に
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
い
る
子
育
て

世
帯
の
世
帯
主
を
対
象
に
、市
内
76

カ
所（
ス
ー
パ
ー
な
ど
）で
プ
レ
ミ
ア

ム
付
商
品
券
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

■
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
購
入
引
換

券
を
持
っ
て
い
る
人
は
、2
月
29
日

㈯
ま
で
商
品
券
の
購
入
が
で
き
ま
す
。

■
商
品
券
利
用
期
間
は
３
月
31
日
㈫

ま
で
。利
用
で
き
る
店
舗
は
、ポ
ス
タ

ー
な
ど
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
店
舗
。

■
利
用
期
間
を
過
ぎ
た
商
品
券
の
利

用
や
、余
っ
た
商
品
券
の
返
金
は
で
き

ま
せ
ん
。

　
詳
細
は
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事

務
局
☎
０
５
７
０・
０
５
２
７
３
９

（
I
P
電
話
か
ら
は
☎
0
9
3
・

４
８
２・
３
７
５
１
）へ
。
＊
産
業
経
済

局
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
政
策
課
☎

５
８
２・
２
０
５
０
。


